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告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
鴻
巣 

 
 

 

鴻
巣
市
北
新
宿
二
百
七 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 

①
荷
さ
ば
き
施
設
の
整
備
等
に
つ
い
て
（
搬
出
入
車
輌
専
用
出
入
り
口
の
廃
止
な
ど
） 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
一
か
ら
三
を
利
用
す
る
搬
出
入
車
輌
専
用
の
出
入
り
口
が
、
店
舗
の
南
西
側 

 

に
あ
る
周
辺
住
民
の
自
宅
前
道
路
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら 

 

こ
の
出
入
り
口
を
廃
止
し
、
搬
出
入
車
輌
は
敷
地
内
を
通
行
す
る
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
を
強 

 

く
求
め
る
。 

 
 

当
道
路
は
、
六
メ
ー
ト
ル
道
路
で
あ
る
が
、
歩
行
者
専
用
道
路
は
な
い
。
ま
た
、
店
舗
所
在 

 

地
を
含
む
周
辺
地
域
は
土
地
区
画
整
理
中
で
あ
り
、
標
識
を
は
じ
め
と
し
て
、
横
断
歩
道
や
信 

 

号
な
ど
何
も
決
定
・
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
当
道
路
が
国
道
十
七
号
か
ら
南
西
に
向
け 

 

て
進
入
す
る
道
路
と
交
差
す
る
、
店
舗
西
側
角
に
あ
た
る
交
差
点
は
、
見
通
し
が
悪
く
、
重
大 

 

な
事
故
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
、
周
辺
住
民
よ
り
何
度
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の 

 

よ
う
な
道
路
を
搬
出
入
車
輌
が
往
来
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
事
故
の
発
生
率
の
増
大
が
予
見
さ 

 

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
の
交
通
状
況
や
予
測
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
は
説
明
さ
れ
な
か
っ 

 

た
。 

 
 

ま
た
、
こ
の
北
新
宿
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
地
は
約
六
二
・
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
鴻
巣
市
内 

 

で
は
類
を
見
な
い
ほ
ど
広
大
な
広
さ
で
あ
り
、新
築
住
宅
が
多
数
建
設
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
。 

 

現
在
ま
で
に
新
た
に
住
民
と
な
っ
た
年
齢
層
は
二
十
～
三
十
代
が
多
く
、
乳
幼
児
を
は
じ
め
、 

 

幼
稚
園
生
や
小
中
学
生
を
含
む
子
供
を
養
育
し
て
い
る
世
帯
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
こ 

 

の
た
め
、
当
道
路
は
将
来
通
学
路
と
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
歩
行
者
専
用
道
路
が 

 

な
い
道
路
を
搬
出
入
車
輌
が
往
来
す
る
こ
と
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

さ
ら
に
当
初
、
設
置
者
か
ら
当
道
路
に
面
し
た
出
入
り
口
は
決
し
て
作
ら
ず
、
関
連
す
る
車 

 

輌
の
通
行
も
全
く
な
い
と
い
う
説
明
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
幼
い
子
供
た
ち
を
抱 

 

え
た
世
帯
を
含
む
周
辺
住
民
は
安
心
し
て
い
た
。
し
か
し
、
立
地
法
に
基
づ
く
届
出
後
に
行
わ 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号



 

れ
た
説
明
会
に
お
い
て
、
来
客
用
の
出
入
り
口
は
作
ら
な
い
が
、
搬
出
入
車
輌
用
の
出
入
り
口 

 
を
当
道
路
に
作
る
と
い
う
こ
と
が
、
初
め
て
周
辺
住
民
に
対
し
て
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
明
ら 

 
か
に
設
置
者
の
問
題
の
あ
る
行
為
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
歩
行
者
専
用
道
路
も
な
い
道
路
で
あ
る 

 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誘
導
員
な
ど
を
全
く
配
置
す
る
予
定
は
な
い
と
の
説
明
が
あ
り
、
安
全
面 

 

に
関
し
て
、
配
慮
が
全
く
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
周
辺 

 

住
民
は
多
大
な
る
不
安
や
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 
 

な
お
、
上
記
の
説
明
会
で
は
、
テ
ナ
ン
ト
は
ヤ
オ
コ
ー
以
外
は
決
ま
っ
て
お
ら
ず
、
搬
出
入 

 

車
輌
の
大
き
さ
や
経
路
、
運
行
計
画
に
至
る
ま
で
何
も
決
ま
っ
て
い
な
い
と
説
明
が
あ
っ
た
。 

 

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
周
辺
住
民
が
望
む
通
り
、
敷
地
内
通
行
へ
の
変
更
と
出
入
り
口
の
廃
止 

 

を
実
施
し
て
も
何
ら
支
障
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
当
該
出
入
り
口
の
廃
止
と
、
搬
出
入
車
輌
の
当
道
路
に
お
け
る
通
行 

 

の
禁
止
を
強
く
求
め
る
。 

 

②
騒
音
の
発
生
そ
の
他
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
に
つ
い
て
（
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻
な
ど 

 

の
変
更
） 

 
 

届
出
さ
れ
た
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻
は
午
前
八
時
か
ら
翌
午
前
〇
時
と
な
っ
て
い
る
が
、 

 

次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時
に
変
更
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。 

 
 

ま
た
、
併
せ
て
荷
さ
ば
き
施
設
一
か
ら
三
の
荷
さ
ば
き
時
間
帯
も
、
届
出
さ
れ
た
午
前
六
時 

 

か
ら
午
後
十
時
で
は
な
く
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時
に
変
更
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。 

 
 

国
道
十
七
号
を
挟
ん
で
建
っ
て
い
る
コ
ー
プ
吹
上
店
の
営
業
時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後 

 

十
時
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
開
店
時
及
び
閉
店
時
の
利
用
客
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
、 

 

テ
ナ
ン
ト
と
し
て
入
居
予
定
の
ヤ
オ
コ
ー
は
、
当
予
定
地
か
ら
約
七
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
行 

 

田
門
井
店
が
建
っ
て
い
る
が
、営
業
時
間
は
同
様
に
午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
当
予
定
地
周
辺
で
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
十
時
の
間
に
営
業
時
間
を
設
定
し
て 

 

い
る
店
舗
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
他
店
舗
に
比
べ
て
、
当
店
舗
は
規
模
が
大
き
く
、
さ
ら
に
隣
接
す
る 

 

住
居
と
の
距
離
は
六
メ
ー
ト
ル
道
路
を
挟
む
だ
け
と
な
っ
て
お
り
、
非
常
に
近
い
。
こ
の
た
め
、 

 

届
出
さ
れ
た
営
業
時
間
及
び
荷
さ
ば
き
時
間
帯
で
は
、
騒
音
な
ど
に
よ
り
周
辺
住
民
の
生
活
環 

 

境
が
悪
化
す
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
当
店
舗
は
荷
さ
ば
き
施
設
を
六
箇
所
も
設
置
す
る
予
定
で
あ
り
、
隣
接
住
居
側
に
面
し 

 

て
い
る
荷
さ
ば
き
施
設
一
か
ら
三
の
三
箇
所
の
荷
さ
ば
き
時
間
帯
を
、
日
常
生
活
を
行
う
時
間 

 

帯
で
あ
る
午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時
と
し
、
そ
れ
以
外
の
時
間
帯
は
他
の
荷
さ
ば
き
施
設
を
利 

 

用
す
る
よ
う
に
変
更
し
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
前
項
①
に
も
述
べ
た
通 

 

り
、
搬
出
入
車
輌
に
関
す
る
事
項
は
計
画
段
階
で
あ
る
な
ら
ば
、
変
更
は
容
易
で
あ
る
と
思
わ 

 

れ
る
。 



 
 

こ
の
よ
う
に
周
辺
環
境
や
同
業
種
の
他
店
舗
の
事
例
を
鑑
み
て
、
営
業
時
間
な
ど
の
変
更
を 

 
強
く
求
め
る
。 

 
③
騒
音
の
発
生
そ
の
他
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
に
つ
い
て
（
騒
音
な
ど
の
防
止
対
策
） 

 
 

説
明
会
で
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
に
扉
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
以
外
に
、
騒
音
、
振
動
、
排
気
、 

 

臭
気
、
光
害
な
ど
の
環
境
対
策
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
説
明
が
な
か
っ
た
。
具
体
的
な
他
店
の
例 

 

を
挙
げ
る
こ
と
も
な
く
、
数
値
な
ど
の
予
測
に
関
し
て
も
説
明
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
環 

 

境
対
策
に
関
し
て
周
辺
住
民
は
大
変
不
安
を
感
じ
た
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
住
宅
が
隣
接
し
て
い
る
側
に
は
、
室
外
機
な
ど
の
騒
音
や
異
臭
の 

 

発
生
す
る
も
の
を
設
置
し
な
い
こ
と
を
強
く
求
め
る
。 

 

④
騒
音
の
発
生
そ
の
他
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
に
つ
い
て
（
電
波
障
害
な
ど
へ
の
対
策
） 

 
 

現
在
、
周
辺
住
居
で
は
テ
レ
ビ
用
の
ア
ン
テ
ナ
を
各
自
屋
根
に
設
置
し
て
い
る
。
し
か
し
、 

 

店
舗
の
建
設
に
よ
り
電
波
障
害
が
起
こ
る
可
能
性
が
危
惧
さ
れ
る
。
設
置
者
は
た
だ
ち
に
こ
れ 

 

ら
放
送
電
波
な
ど
の
影
響
調
査
を
行
い
、
周
辺
住
民
に
説
明
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
。 

 
 

影
響
が
で
る
場
合
は
集
合
ア
ン
テ
ナ
の
設
置
な
ど
の
改
善
策
、
及
び
被
害
の
補
償
に
つ
い
て 

 

明
確
に
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。 

 

⑤
防
災
・
防
犯
対
策
に
つ
い
て
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
） 

 
 

前
述
の
説
明
会
で
は
、
周
辺
住
民
に
対
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
対
す
る
配
慮
や
、
警 

 

備
面
で
の
安
全
対
策
な
ど
に
つ
い
て
、
全
く
説
明
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
次
の
通
り
プ
ラ 

 

イ
バ
シ
ー
の
確
保
と
安
全
対
策
の
措
置
を
強
く
求
め
る
。 

 
 

住
宅
が
隣
接
し
て
い
る
側
に
は
、
周
辺
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
確
保
の
た
め
、
窓
な
ど
を
設 

 

置
し
な
い
よ
う
強
く
求
め
る
。
換
気
な
ど
の
目
的
で
止
む
を
得
ず
設
置
す
る
場
合
は
、
事
前
に 

 

周
辺
住
民
に
説
明
し
、
目
隠
し
な
ど
の
適
切
な
処
置
を
求
め
る
。
さ
ら
に
、
店
舗
の
南
西
側
は 

 

従
業
員
や
搬
出
入
車
輌
の
通
行
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
隣
接
す
る
住
居
に
配
慮
し
て
目
隠
し
や 

 

環
境
対
策
の
観
点
か
ら
防
護
柵
や
植
栽
帯（
低
か
ん
木
と
街
路
樹)

な
ど
を
設
け
る
こ
と
を
強
く 

 

求
め
る
。 

 
 

ま
た
、
屋
上
駐
車
場
か
ら
近
接
の
住
宅
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
屋
上
か 

 

ら
の
落
下
物
に
よ
る
事
故
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
目
隠
し
や
落
下
物
防
止
、
防
音
、
排 

 

ガ
ス
防
止
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
屋
上
駐
車
場
に
高
い
防
音
壁
の
設
置
を
求
め
る
。 

 
 

ま
た
、
来
客
車
輌
や
搬
出
入
車
輌
に
対
す
る
誘
導
員
や
看
板
な
ど
の
設
置
、
路
上
駐
車
や
駐 

 

輪
の
警
戒
に
関
し
て
全
く
説
明
が
な
く
、
安
全
面
に
関
し
て
、
配
慮
が
欠
け
て
い
る
と
言
わ
ざ 

 

る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
災
害
発
生
時
の
対
策
や
避
難
経
路
、
周
辺
へ
の
通
報
手
段
な
ど
の
説
明 

 

も
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
安
全
面
に
関
し
て
早
急
に
計
画
を
立
て
、
周
辺
住
民
に
対
し
て
説 

 

明
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
。 

 

⑥
そ
の
他
（
地
域
と
の
共
存
） 



 
 

地
域
の
商
工
団
体
へ
の
加
入
、
各
種
地
域
振
興
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
な
ど
地
域
貢
献
に
関
し 

 
て
、
設
置
者
は
計
画
を
立
て
、
周
辺
住
民
へ
説
明
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
。 

二 
縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
一
六
一
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
○
○
○
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
和
泉
字
向
二
八
五
―
七
、
―
九
、
二
八
五
―
八
の
一
部
、
―
十
の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
和
泉
二
八
五
―
七 

 
 

河
野 

清
廣 

  



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
○
一
七
九
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
一
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
○
○
○
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
中
道
七
八
三
番
八
、
字
中
道
南
一
三
五
○
番
地
六
、
―
七 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
一
三
五
○
―
七 

 
 

小
林 

京
子 

   


	2180_20100506.pdf
	ローカルディスク
	電子県報システム 定期号


	005-02673-8-2unicuskounosu
	005-02662-kokuji59
	005-02669-kokuji60

